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第１章 福井県子ども医療費助成事業について 

 

 福井県では、県民の子育て支援をするため、保険診療に係る医療費を助成する公

費負担制度を実施しています。 

 

１ 事業の概要 

(1)事業の実施主体 

福井県内市町 

 

(2)対象者 

      福井県内に住民登録のある０歳から中学校３年生までの子どもが対象とな

ります（ただし、市町から「子ども医療費助成受給者証」（以下、「受給者証」

という。）が発行されている者に限る）。 

※福井市、敦賀市、小浜市、大野市、勝山市、鯖江市、あわら市、越前市、

坂井市、永平寺町、南越前町、越前町、美浜町、高浜町、おおい町、若狭町

は０歳から１８歳に達する年度末までの子どもが対象です。ただし大野市の

み県内大学等に通学する１９歳から２０歳の子どもも対象となります。 

 

 

(3)給付対象額 

医科・歯科併

設 

(入院)保険診療の一部負担金額および食事療養の標準負担額 

歯科 (外来)保険診療の一部負担金額 

 

 (4) 自己負担金額 

 子ども医療費対象者 

   ・就学前児童は自己負担金なし 

   ・保険調剤にかかる自己負担金なし 

    ・小学校１年生以上は市町毎に自己負担徴収の有無が異なりますので、 

必ず受給資格者証をご確認ください。 

 

ひとり親家庭等医療費および重度障害者（児）医療費対象者 

・自己負担金を徴収しません。 
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※市町毎の対象年齢および自己負担金の有無については、２２ページの「市町 

別子ども医療費制度状況一覧」をご覧ください。 

(5)給付方法 

 現物給付方式により実施 

※対象者は、保険医療機関等の窓口で、被保険者証とともに受給者証を 

提示することにより、受給者証に記載された自己負担金額（または無料） 

で医療サービスを受けることができます。 

  

２ 請求の流れ 

子ども医療費については、加入する保険が国民健康保険の場合、福井県国

民健康保険団体連合会（以下、「国保連」という。）に、被用者保険（社保）の

場合、社会保険診療報酬支払基金福井支部（以下、「支払基金」という。）に請

求していただきます。 

 

① 対象者は、被保険者証と受給者証を医療機関等に提示して受診します。 

② 医療機関等では、併用レセプトで子ども医療費分の請求と医療費の保

険 
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 給付分の請求とを併せて審査支払機関に行います。 

③ 審査支払機関では、併用レセプトの内容を審査の上、子ども医療費分と保

険給付分を市町（子ども医療費担当課）と保険者に請求します。 

④ 市町（子ども医療費担当課）と保険者では、審査支払機関からの請求を受

けて子ども医療費分と保険給付分を支払います。 

⑤ 審査支払機関では、市町（子ども医療費担当課）と保険者からの支払いを

受けて医療機関等に子ども医療費分と保険給付分を支払います。 

 

 ※医療機関において、現物給付方式で実施するためには、レセプトコンピュー 

  タの対応が必要です。 

 

 ※「受給者証を確認しなかった（受給資格がない）」や「受給者証の有効期間

を経過していた」など明らかに医療機関側での確認漏れ等が原因による過誤

については、レセプトを返戻させていただきますので、ご対応願います。 

 

３ 例外の取扱い 

 次の場合には現物給付の取扱いとなりません。 

 

・医療機関等で受給者証の提示がない場合 

・健康保険が適用されない場合 

・特別療養費の場合 

・交通事故等第三者行為による診療の場合 

・学校や保育所での負傷や疾病など、独立行政法人日本スポーツ振興センター 

の災害共済給付の対象となる場合 

・就学援助制度にかかる医療券を提示された場合 

 

４ 他の公費負担制度との優先関係 

     子ども医療費助成制度の他に公費負担制度が適用される場合は、他の公費

負担制度（次項参照）が優先的に適用されます。 

    ただし、先に適用した公費負担制度に自己負担金がある場合は、当該自己

負担金について、子ども医療費の助成対象となります。 
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《 公費負担制度一覧 》 

法 律 等 名  称 法別番号 

戦傷病者特別援護法 戦傷病者 
療養の給付 １３ 

更生医療 １４ 

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 原爆援護 認定医療 １８ 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 感染症 ２９ 

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び

観察等に関する法律 
医療観察 ３０ 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 感染症結核 
１０ 

１１ 

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 精神保健 措置入院医療 ２０ 

障害者総合支援法 自立支援 

精神通院医療 ２１ 

更生医療 １５ 

育成医療 １６ 

療養介護医療 ２４ 

麻薬及び向精神薬取締法 麻薬取締 ２２ 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 感染症 ２８ 

児童福祉法 児童福祉 

療育医療 １７ 

肢体不自由児通所 

及び障害児入所医療 
７９ 

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 原爆援護 一般疾病医療 １９ 

母子保健法 母子保健 養育医療 ２３ 

児童福祉法 小児慢性 ５２ 

難病の患者に対する医療等に関する法律 難病医療 ５４ 

Ｓ48.4.17 衛発第 242 号厚生省公衆衛生局長通知「特定疾患

治療研究事業について」他 
特定疾患等 ５１ 

H20.3.31 健発第 0331001 号厚生労働省健康局長通知「感染

症対策特別促進事業について」 
肝炎治療特別促進事業 ３８ 

児童福祉法 措置等医療 ５３ 

石綿による健康被害の救済に関する法律 石綿救済 ６６ 

特定 B 型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別

措置法 
特定Ｂ型肝炎ウイルス感染者給付金 ６２ 

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中

国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 
残留邦人支援 ２５ 

生活保護法 生活保護 １２ 

 

※ 診療報酬明細書の記載時に２以上の公費負担医療制度の併用がある場合は、この表の上から順番に、先順

位の公費負担医療を第１公費、後順位の公費負担医療を第２公費とする。 
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５ 独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の取扱い 

   子ども医療費の助成対象となる子どもが、学校管理下での負傷又は疾病に

より受診した場合には、下記の点に留意してください。 

 

○学校管理下での負傷又は疾病など、独立行政法人日本スポーツ振興センター

の災害共済給付の対象となる医療費については、子ども医療費助成制度の助

成対象とはなりません。 

 

○子どもの保護者に対しては、学校管理下での負傷又は疾病により受診する際

は、受給者証を使用しないよう市町から周知されています。 

 

○保護者から学校管理下での負傷又は疾病であるとの申し出があった場合は、

子ども医療費助成制度を使わずに、保険診療の一部負担金である３割（就学

前児童は２割）相当額を保護者に請求してください。 
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第２章 受給者証について 

 

 子ども医療費の現物給付を受けるには、市町が発行する受給者証が必ず必要に

なります。医療機関の窓口では、受診の都度、受給者証の提示を求め、内容を確認

していただくようお願いいたします。なお、受診者の住所に変更がないかのご確認

も併せてお願いいたします。 

 

１ 受給者証の様式 

 市町によって多少異なりますが、概ね下記のとおりとなっています。 

 

 

（表面）                   （裏面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○○市子ども医療費助成受給者証 

公費負担者番号         

受給者番号         

加入医療保険  

子

ど

も 

氏 名  男・女 

住 所  

生年月日  

保護者氏名  

有 効 期 間   年 月 日～  年 月 日 

 

自己負担金 

※未就学児と

調剤はなし 

通院 
無料（又は１医療機関あたり 

１月５００円） 

入院 無料(又は１医療機関あたり 

１日５００円（月８日間ま

で）） 

平成  年  月  日交付 ○○市長  ○○○○○ 印 

 

１．この証は、医療費の助成を受けることができる証ですから、大切に

保管してください。 

２．福井県内の医療機関で医療を受けるときは、被保険者証、加入者証

又は組合員証とともに必ずこの証を窓口に提示してください。 

３．この証は、福井県外の医療機関では使用できません。県外で受診を

したときは、助成申請書の領収書証明書欄の記載を受けるか、領収書

を添付して申請してください。 

４．この証は、県内においても一部の医療機関では使用できませんので、

窓口で使用の可否を確認してください。 

５．他の法令等により公費負担を受けることができる場合は、その公費

負担を優先的に受けてください。 

６．学校管理下における怪我等により、独立行政法人日本スポーツ振興

センターの災害共済給付制度が適用される場合は、子ども医療費助成

制度の対象となりません。 

７．加入している医療保険又はこの証に記載してある事項に変更があっ

たときは、必ずその旨をこの証を添えて届け出てください。 

８．市外へ転出するときは、直ちにこの証を返却してください。 

９．この証を破損又は紛失したときは、再交付を受けてください。 

問い合わせ先 ○○市役所 ○○○○課 
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２ 公費負担者番号の構成 

  子ども医療費の公費負担者番号は、以下の通り設定された８桁の算用数字から

構成されています。 

 

  １ ８     

 

       法別番号    都道府県番号 判別番号   市町番号   検証番号 

 

法別番号 

８０…子ども医療費 

８１…ひとり親家庭等医療費 

８２…重度障害者医療費 

８３…３制度全て（公費負担者番号数が１つの市町のみ） 

都道府県番号 福井県の番号は１８番 

判別番号 

自己負担金の有無や対象年齢等を区別するための判別番号は、制度毎

に以下の通りである。 

なお、自己負担金については、判別番号が０～４の場合はなし、５～

７の場合はありと区別する。 

子ども 

０…区別なし（子ども医療費の子ども全て） 

１…未就学児 

５…小学１年～小学３年生までの子ども 

６…小学４年～中学３年生までの子ども 

７…小学１年～中学３年生までの子ども 

ひとり親 

０…区別なし（ひとり親医療費の子ども全て） 

１…母子家庭の子ども 

２…父子家庭の子ども 

重度障害 

０…区別なし（重度障害者医療費の子ども全て） 

１…身体・知的障害の子ども（県補助対象分） 

２…身体・知的障害の子ども（市町拡充分） 

３…身体・知的障害の子ども（補助範囲区別なし） 

４…精神障害の子ども 

３制度 公費負担者番号が１つの市町は一律で０とする。 

市町番号 行政順に従った番号とする。 

検証番号 国で定めた計算式に基づいて算出される番号とする。 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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第３章 請求書等の記載事項 

 

１ 併用レセプト作成にあたっての留意点 

(1)医療保険と公費の併用レセプトで請求します。 

  

(2)子ども医療費に係る自己負担金が発生しない場合は「０円」と記載します。 

 

(3)就学児の場合について、子ども医療費に係る一部負担金が、自己負担金額に

満たない場合は、その額を記載します。たとえば、請求点数が９９点の場

合、窓口徴収額は３００円ですが、レセプト上は２９７円（１円単位）と記

載します。 

 

(4)通院の場合、１月のうち、同一の保険医療機関に複数回受診した場合でも、

１月５００円までの自己負担金とします。 

なお、即日入院の場合は入院分のみを自己負担金とします。 

 

(5)子ども医療費は、国の公費負担制度を優先することから、国の公費負担制度

助成額を控除した残りの額を対象とします。また、国の公費負担制度におい

て自己負担金のある場合においては、その自己負担金を子ども医療費の対象

とします。 

 

(6)国の公費負担医療との併用で、医療保険と国の公費負担医療費が異なる場合

は、子ども医療費の請求は空欄ではなく保険請求点数と同じ点数を記載しま

す。 

 

(7)国の公費負担医療を併用したことにより、子ども医療費への請求金額が生じ

ない場合は、子ども医療費に関するレセプト記載の必要はありません。 
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・医療保険        1,400 点×10 円×7 割＝9,800 円    

・子ども医療費自己負担額 500 円       

・子ども医療費      1,400 点×10 円×3 割－500 円＝3,700 円  

         

     

２ 併用レセプトの記載事例 

 

事例１ １月の自己負担額が５００円に達した場合  

  （例：小１以上で自己負担金を徴収する場合）   

 

           

 

 

 

 

療養の給付の請求金額        

    

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受給者番号①

受給者番号②

診  療

実日数

請求 点

決定 ※ 点

500
円

決定 ※ 点

※
円 一部負担

　金額
円

３日（　日）

公費分
点数

患者負担額

（公費）

高額療養費

摘

要

合計 点1,400

公費負担者番号②

公費負担者番号① ８○１８○○○○ 保険者番号 ○○１８○○○○○○○○○○○

歯科 
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事例２ 自己負担金額が無料の場合     

（例：小１以上で自己負担金を徴収しない場合）  

 

           

 

 

 

 

療養の給付の請求金額        

    

・医療保険        500 点×10 円×7 割＝3,500 円   

・子ども医療費自己負担額 0 円      

・子ども医療費      500 点×10 円×3 割＝1,500 円   

         

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受給者番号①

受給者番号②

診  療

実日数

請求 点

決定 ※ 点

0
円

決定 ※ 点

※
円 一部負担

　金額
円

点

患者負担額

（公費）

高額療養費

公費負担者番号②

３日（　日）

摘

要

公費分
点数

合計 500

公費負担者番号① ８○１８○○○○ ○○○○○○○ 保険者番号 ○○１８○○○○

歯科 
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事例３ １月の自己負担額が５００円に満たない場合   

 （例：小１以上で自己負担金を徴収する場合）   

          

 

 

 

 

療養の給付の請求金額        

   

・医療保険        143 点×10 円×7 割＝1,001 円    

・子ども医療費自己負担額 143 点×10 円×3 割＝429 円 ＜500 円   

・子ども医療費      0 円       

         

 

※保険診療の一部負担金額が 500 円に満たない場合は、保険診療の一部負担金 

額と同額が子ども医療費の自己負担額になります。 

 

※一部負担金額は、１円単位で記載します。 

 

※小１以上で、1 月の請求点が 166 点以下のときに、子ども医療費の自己負担 

金が 500 円未満の金額になります。      

        

           

   

 

 

 

 

 

 

受給者番号①

受給者番号②

診  療

実日数

請求 点

決定 ※ 点

429
円

決定 ※ 点

※
円 一部負担

　金額
円

点

患者負担額

（公費）

高額療養費

公費負担者番号②

１日（　日）

摘

要

公費分
点数

合計 143

公費負担者番号① ８○１８○○○○ ○○○○○○○ 保険者番号 ○○１８○○○○

歯科 
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事例４－１ 月途中で引っ越し等をした場合   

（例：小１以上で自己負担金を徴収し、通院の自己負担額が１月５００円に達した場

合）         

○この事例では、同月内において、Ａ市で２日間××歯科で受診した後、Ｂ市に

転出してＢ市の新受給者証を提示し、１日間のみ××歯科で受診したという場

合を想定しています。 

          

※以下の事例では、Ａ市での子ども医療費助成を公費①、Ｂ市での子ども医療費助成を公費

② 

 として記載しています。 

 

 

 

療養の給付の請求金額        

 

・医療保険            3,000 点×10 円×7 割＝21,000 円  

・子ども医療費自己負担額（Ａ市） 500 円       

・子ども医療費（Ａ市）      2,600 点×10 円×3 割－500 円＝7,300 円  

・子ども医療費自己負担額（Ｂ市） 500 円  

・子ども医療費（Ｂ市）      400 点×10 円×3 割－500 円=700 円  

         

  

 

受給者番号

診  療

実日数

請求 点

決定 ※ 点

500
円

決定 ※ 点

※
円 一部負担

　金額
円

公費負担者番号 ８○１８○○○○ ○○○○○○○ 保険者番号 ○○１８○○○○

３日（２日）

摘

要

公費負担者番号②（８○１８○○○○）
受給者番号（○○○○○○○）
実日数（１日）
合計点数（４００点）
負担金額（５００円）

公費分
点数

合計 3,000
2,600 点

患者負担額

（公費）

高額療養費

摘要欄には、公費負担者番号②、

公費②の受給者番号、実日数、合

計点数、負担金額を記載します。

公費負担者番号①を記載します。

括弧外には医療保険分の日

数、括弧内には公費①の日

数を記載します。
公費①にかかる合計点数は、

「請求」の項に記載します。

受給者番号①を記載します。

公費①にかかる負担金額を記載

します。

歯科 
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事例４－２ 月途中の引っ越し等で子ども医療費の対象とならない医療があった場合 

（例：小１以上で自己負担金を徴収し、通院の自己負担額が１月５００円に達した場

合）  

○この事例では、引っ越し等により市町を移動したため、子ども医療費の対象と

ならない医療(受給者証有効期間外)が１日あります。その分の医療費は、子ども

医療費として現物給付の対象にはならないため、負担割合に応じた一部負担金の

徴収が必要です。        

   

 

 

療養の給付の請求金額        

    

・医療保険        3,000 点×10 円×7 割＝21,000 円  

・子ども医療費自己負担額 500 円       

・子ども医療費      2,600 点×10 円×3 割－500 円＝7,300 円  

・公費外自己負担額    (3,000 点－2,600 点)×10 円×3 割＝1,200 円  

         

※受診者が窓口で支払う額は、転出前の市町における子ども医療費自己負担額 

（500 円）と転出後の市町における公費外自己負担額（1,200 円）になります。

公費外自己負担額の 1,200 円については、受診者が領収証をもって転出先の市

町窓口で償還手続きをすることにより、転出先の市町における自己負担金を差

し引いた額だけ還付されます。  

受給者番号

診  療

実日数

請求 点

決定 ※ 点

500
円

決定 ※ 点

※
円 一部負担

　金額
円

患者負担額

（公費）

高額療養費

３日（２日）

摘

要

公費分
点数

2,600
合計 3,000 点

公費負担者番号 ８○１８○○○○ ○○○○○○○ 保険者番号 ○○１８○○○○

公費負担者番号を記載します。

括弧外には医療保険分の日

数、括弧内には公費の日数

を記載します。
公費にかかる合計点数は、

「請求」の項に記載します。

受給者番号を記載します。

公費にかかる負担金額を記載し

ます。

歯科 
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・医療保険         6,000 点×10 円×7 割＝42,000 円   

・小児慢性医療費自己負担額 0 円（受給者証に示された上限金額）   

・小児慢性医療費      3,000 点×10 円×3 割＝9,000 円  

・子ども医療費自己負担額  500 円      

・子ども医療費      （6,000 点－3,000 点）×10 円×3 割－500 円＝8,500 円

         

   

・子ども医療公費    （6,000 点－3,000 点）×10 円×3 割－500 円＝8,500 円

         

   

       

事例５－１ 小児慢性特定疾病医療費助成の対象となる医療を受けた場合 

（例：小１以上で自己負担金を徴収し、通院の自己負担額が１月５００円に達した場

合） 

 

※子ども医療費は、国の公費負担制度を優先することから、以下の事例では、小児慢性特 

 定疾病医療費助成を公費①、子ども医療費助成を公費②として記載しています。 

 

 

 

 

療養の給付の請求金額        

          

    

 

 

 

 

 

※子ども医療費は、対象疾病等の制限がないので、その点数・日数は保険給付 

分と同じです。この事例では、小児慢性医療費が優先するため、残りの額が子

ども医療費の適用となります。よって、受診者が窓口で支払う額は、最終的に

子ども医療費自己負担額の 500 円になります。    

受給者番号

診  療

実日数

請求 点

決定 ※ 点

0
円

決定 ※ 点

※
円 一部負担

　金額
円

公費負担者番号 ５２１８○○○○ ○○○○○○○ 保険者番号 ○○１８○○○○

３日（１日）

摘

要

公費負担者番号②（８○１８○○○○）
受給者番号（○○○○○○○）
実日数（３日）
合計点数（６，０００点）
負担金額（５００円）

公費分
点数

3,000 合計 6,000 点

患者負担額

（公費）

高額療養費

摘要欄には、公費負担者番号②、

公費②の受給者番号、実日数、合

計点数、負担金額を記載します。

公費負担者番号①を記載します。

括弧外には医療保険分の日

数、括弧内には公費①の日

数を記載します。
公費①にかかる合計点数は、

「請求」の項に記載します。

受給者番号①を記載します。

公費①にかかる負担金額を記載

します。

歯科 
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・医療保険         6,000 点×10 円×7 割＝42,000 円   

・小児慢性医療費自己負担額 5,000 円（受給者証に示された上限金額）   

・小児慢性医療費      3,000 点×10 円×3 割－5,000 円＝4,000 円  

・子ども医療費自己負担額  500 円       

・子ども医療費        (6,000 点－3,000 点)×10 円×3 割＋5,000 円－500 円=13,500 円 

          

  

       

事例５－２ 小児慢性特定疾病医療費助成の対象となる医療を受けた場合 

（例：小１以上で自己負担金を徴収し、通院の自己負担額が１月５００円に達した場

合）         

※子ども医療費は、国の公費負担制度を優先することから、以下の事例では、小児慢性特 

 定疾病医療費助成を公費①、子ども医療費助成を公費②として記載しています。 

 

 

 

 

療養の給付の請求金額        

          

     

 

 

 

 

 

※子ども医療費は、対象疾病等の制限がないので、その点数・日数は保険給付 

分と同じです。この事例では、小児慢性医療費が優先するため、残りの額およ 

び小児慢性医療費自己負担額が子ども医療費の適用となります。よって、受診 

者が窓口で支払う額は、最終的に子ども医療費自己負担額の 500 円になりま 

す。           

受給者番号

診  療

実日数

請求 点

決定 ※ 点

5,000
円

決定 ※ 点

※
円 一部負担

　金額
円

公費負担者番号 ５２１８○○○○ ○○○○○○○ 保険者番号 ○○１８○○○○

３日（１日）

摘

要

公費負担者番号②（８○１８○○○○）
受給者番号（○○○○○○○）
実日数（３日）
合計点数（６，０００点）
負担金額（５００円）

公費分
点数

3,000 合計 6,000 点

患者負担額

（公費）

高額療養費

摘要欄には、公費負担者番号②、

公費②の受給者番号、実日数、合

計点数、負担金額を記載します。

公費負担者番号①を記載します。

括弧外には医療保険分の日

数、括弧内には公費①の日

数を記載します。
公費①にかかる合計点数は、

「請求」の項に記載します。

受給者番号①を記載します。

公費①にかかる負担金額を記載

します。

歯科 
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・医療保険         30,000 点×10 円×7 割＝210,000 円 

・育成医療費自己負担額  10,000 円 

・育成医療費       30,000 点×10 円×3 割－10,000 円＝80,000 円 

・子ども医療費自己負担額 1,500 円 

・子ども医療費      10,000 円－1,500 円＝8,500 円 

         

        

         

        

         

        

         

        

・医療保険        5,760 円－3,240 円＝2,520 円 

・子ども医療費      標準負担額…3,240 円 

"         

        

         

         

   

         

        

         

事例６ 入院して育成医療の対象となる医療を受けた場合  

 （例：小１以上で自己負担金を徴収する場合）   

       

※医科・歯科併設の医院において、歯科にかかる入院をした場合については、医科のレセプ

ト 

 の記載要領に準じて記載することになっておりますので、以下の記載例を準用してくださ

い。 

 

 

 

 

療養の給付の請求金額        

    

 

 

 

 

 

※育成医療費自己負担額に対して子ども医療費が適用されます。育成医療費自 

 己負担額に子ども医療費自己負担額を控除した額が子ども医療費となり、受 

診者は、子ども医療費自己負担額のみを窓口で負担することになります。 

 

食事療養費（標準負担額は、平成 30 年度以降変動する可能性があります。） 

 

 

 

※食事療養費は、育成医療費の対象とならないため、標準負担額が子ども医療 

費の適用となります。 

保 ３日

① 日

② 日

回

9
回

回

9

○○１８○○○○１６１８○○○○

８○１８○○○○

診

療

実

日

数

1,500

円

　一部負担金額 円 　　　請求  円

公費負担者番号②

公費負担者番号① 保険者番号受給者番号①

受給者番号②

○○○○○○○

○○○○○○○

療
養
の
給
付

保
険

請求点 決定点

30,000

公
①

点 点

0

食

事

・
生

活
療

養

保
険

公
②

点 点

（標準負担額）円

5,760 3,240

円 点 円

　 決定  円

公
①

公
②

0

円 点 円

5,760 3,240

10,000

円

医科・歯科併設 
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１ 子ども医療費の自己負担金について 

問１ 保険診療の一部負担金が子ども医療費自己負担金（５００円）に満たない

場合は、窓口で徴収する金額はどうなるのですか。 

答１ 一部負担金額を徴収してください。例えば、一部負担金が１８０円の場

合、１８０円を窓口で徴収してください。 

 

問２ １月のうち同一の保険医療機関に２回受診した場合、子ども医療費自己 

負担金はどのようになるのですか。 

答２ 子ども医療費自己負担金は、通院は１医療機関ごとに１月５００円まで徴

収しますので、１月の受診の中で、１回目に既に５００円を徴収した場合

は、２回目以降は徴収しません。なお、１回目の自己負担金額が４００円

の場合は、２回目に１００円まで徴収します。 

 

問３ １月のうち複数の保険医療機関（歯科を含む。）に受診した場合、子ども 

医療費自己負担金はどのようになるのですか。 

答３ 保険医療機関ごとに自己負担金を徴収します。ただし、保険調剤は無料 

となります。 

 

問４ 同一保険医療機関に通院で受診し、帰宅後、傷病の悪化により入院した 

場合の子ども医療費自己負担金はどのようになるのですか。 

答４ 子ども医療費自己負担金は、入院と通院のそれぞれにおいて自己負担金を

徴収します。ただし、即日入院の場合は入院分のみを徴収します。 

 

問５ 他の公費負担制度がある場合、子ども医療費自己負担金はどのようにな 

るのですか。 

答５ 子ども医療費は、他の公費負担制度を優先させることから、他の公費負担

制度助成額の自己負担額を対象とします。したがって、他の公費負担制度

において自己負担金のある場合においては、その自己負担金を子ども医療

費の対象とし、子ども医療費の自己負担金のみを徴収することになりま

す。 
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問４ 受診者が受給者証を忘れて持参しなかった場合の自己負担金はどのよう

に扱うのですか。 

 

２ 受給者証について 

問１ 月途中でＡ市からＢ市へ転居した場合、受給者証はどのような取扱いに 

なるのですか。 

答１ Ｂ市の受給者証の有効期間は転入日からになりますが、Ｂ市から受給者証

が交付されるまでは、Ａ市からの転出後にかかった医療費については現物

給付の対象となりません。 

転出日から受給者証交付日までにかかった医療費については、後日市町 

の窓口で申請を行った場合、償還払いされます。 

 

問２ 受給者証の有効期限はどのように設定されていますか。 

答２ 市町により異なりますので、受給者証の有効期間の記載をご確認いただく

ようお願いします。 

 

問３ 子ども医療費助成受給者証と保険証は受診ごとに確認するのですか。 

答３ 子ども医療費助成事業では、受給者証が発行されている市町に居住（住民

登録）することが助成要件の一つであるため、他の公費負担制度と比較す

ると、常時、資格喪失の可能性があります。このため、過誤の発生を防止

する観点から、必ず、受診の都度確認していただくようお願いします。 

 

 

 

 

答４ 受給者証の提示がない場合は、子ども医療費を適用せず、保険診療の一部

負担金額（２割又は３割）を徴収することになります。 

なお、受診者は後日市町で償還の手続きを行います。 
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子どもの加入する保険者の所在地は、福井県外でも問題ありませんか。 

 

３ 子ども医療費の請求について 

問１ 子ども医療費の請求はどこに、どのように行うのですか。 

答１ 子ども医療費の請求は、加入している保険が国民健康保険の場合は、福 

井県国民健康保険団体連合会へ、社会保険の場合は社会保険診療報酬支 

払基金福井支部へ、医療保険と公費（子ども医療費）の併用レセプトに 

より行います。 

 

問２ 

答２ 子どもの居住地が福井県内であれば、保険者の所在地は関係ありません。 
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資料編 
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市町別子ども医療費制度状況一覧（令和５年４月時点） 

 

※自己負担金の有無欄が○の場合、1医療機関あたり通院は月 500 円/件、 

入院は 500円/日(月 8日まで)を窓口で徴収してください。 

 
対象年齢 

自己負担金の有無（※） 
中学校卒業 １８歳年度末 その他 

福井市  ○（R4.4～）  有 

敦賀市  
○ 

（R2.10～） 

 
有 

小浜市  ○（R4.4～）  有 

大野市  
○ 

（R2.10～） 

県内大学等に通学する 

１９～２０歳も対象 

なし 

（R2.10～） 

勝山市  
○ 

（R2.9～） 

 
なし 

鯖江市  
○ 

（R2.10～） 

 なし 

（R5.4～） 

あわら市  
○ 

（R2.10～） 

 なし 

（H30.4～） 

越前市  
○ 

（R2.10～） 

 なし 

（R5.4～） 

坂井市  
○ 

（R2.10～） 

 
なし 

永平寺町  
○ 

（R2.10～） 

 
なし 

池田町 ○   有 

南越前町  
〇 

（H30.6～） 

 
なし 

越前町  ○（R3.10～）  なし（R5.4～） 

美浜町  
○ 

（R2.9～） 

 
なし 

高浜町  
○ 

(H29.4～) 

 
なし 

おおい町  
〇 

(H31.4～) 

 
なし 

若狭町  〇（R4.8～）  なし 

 １市町 １６市町  ※１3市町は徴収しない 
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市町別公費負担者番号一覧（令和５年４月時点） 

  市町名 制度 判別番号 検証番号

8 0 1 8 1 0 1 9
8 0 1 8 7 0 1 6
8 1 1 8 1 0 1 8
8 1 1 8 2 0 1 6
8 2 1 8 1 0 1 7
8 2 1 8 2 0 1 5
8 2 1 8 4 0 1 1
8 0 1 8 1 0 2 7
8 0 1 8 7 0 2 4
8 1 1 8 1 0 2 6
8 1 1 8 2 0 2 4
8 2 1 8 3 0 2 1
8 2 1 8 4 0 2 9
8 0 1 8 1 0 3 5
8 0 1 8 7 0 3 2
8 1 1 8 1 0 3 4
8 1 1 8 2 0 3 2
8 2 1 8 1 0 3 3
8 2 1 8 2 0 3 1
8 2 1 8 4 0 3 7

子ども 8 0 1 8 0 0 4 5
8 1 1 8 1 0 4 2
8 1 1 8 2 0 4 0
8 2 1 8 3 0 4 7
8 2 1 8 4 0 4 5

子ども 8 0 1 8 0 0 5 2
8 1 1 8 1 0 5 9
8 1 1 8 2 0 5 7
8 2 1 8 3 0 5 4
8 2 1 8 4 0 5 2

子ども 8 0 1 8 0 0 6 0
8 1 1 8 1 0 6 7
8 1 1 8 2 0 6 5
8 2 1 8 3 0 6 2
8 2 1 8 4 0 6 0

あわら市 ３制度 8 3 1 8 0 0 7 5

子ども

ひとり親

障害

都道府県番号 市町番号法別番号

福井市

子ども

ひとり親

障害

敦賀市

大野市
ひとり親

小浜市

子ども

ひとり親

障害

障害

勝山市
ひとり親

障害

鯖江市
ひとり親

障害
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市町名 制度 判別番号 検証番号

子ども 8 0 1 8 0 0 8 6
8 1 1 8 1 0 8 3
8 1 1 8 2 0 8 1
8 2 1 8 3 0 8 8
8 2 1 8 4 0 8 6

坂井市 ３制度 8 3 1 8 0 0 9 1
永平寺町 ３制度 8 3 1 8 0 1 0 9

8 0 1 8 1 1 1 8
8 0 1 8 7 1 1 5
8 1 1 8 1 1 1 7
8 1 1 8 2 1 1 5
8 2 1 8 3 1 1 2
8 2 1 8 4 1 1 0

子ども 8 0 1 8 0 1 2 8
8 1 1 8 1 1 2 5
8 1 1 8 2 1 2 3
8 2 1 8 3 1 2 0
8 2 1 8 4 1 2 8

子ども 8 0 1 8 0 1 3 6
8 1 1 8 1 1 3 3
8 1 1 8 2 1 3 1
8 2 1 8 3 1 3 8
8 2 1 8 4 1 3 6

子ども 8 0 1 8 0 1 4 4
8 1 1 8 1 1 4 1
8 1 1 8 2 1 4 9

障害 8 2 1 8 0 1 4 2
子ども 8 0 1 8 0 1 5 1

ひとり親 8 1 1 8 0 1 5 0
障害 8 2 1 8 0 1 5 9
子ども 8 0 1 8 0 1 6 9

8 1 1 8 1 1 6 6
8 1 1 8 2 1 6 4
8 2 1 8 3 1 6 1
8 2 1 8 4 1 6 9

若狭町 ３制度 8 3 1 8 0 1 7 4

高浜町

おおい町
ひとり親

障害

南越前町
ひとり親

障害

越前町
ひとり親

障害

法別番号 都道府県番号 市町番号

美浜町 ひとり親

越前市
ひとり親

障害

池田町

子ども

ひとり親

障害


